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帳
合
之
法

卷
之
四

福
澤
諭
吉
訳

訳
者
付
記

本
書
初
編
二
冊
に
単
式
簿
記
を
訳
し
、
二
編
二
冊
に
複
式
簿
記
を
訳
し
て
終
え
よ
う
と
考

え
た
が
、
複
式
簿
記
に
は
例
題
と
し
て
四
題
あ
り
、
大
変
長
く
な
る
の
で
二
冊
で
は
書
き
き

れ
な
い
。
更
に
そ
の
四
例
の
う
ち
最
も
詳
し
い
の
は
第
二
例
で
あ
り
、
枝
葉
の
部
分
は
大
し

て
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
特
に
第
三
例
は
単
式
簿
記
の
第
三
例
を
複
式
簿
記
に
改
め
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
省
い
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
う
。

今
こ
れ
を
全
て
出
版
し
て
本
の
頁
数
を
増
し
、
枝
葉
の
こ
と
ま
で
書
い
て
訳
書
の
値
段
を

上
げ
て
読
者
を
巻
き
込
む
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
。
ま
ず
最
初
の
二
例
を
示
し
た
方
が

良
い
と
思
い
、
最
初
考
え
て
い
た
こ
と
と
変
更
し
て
、
本
書
の
上
巻
に
第
一
例
を
訳
し
、
下

巻
に
第
二
例
を
訳
し
て
上
下
二
卷
を
も
っ
て
二
編
と
す
る
。

学
習
す
る
者
が
こ
れ
で
は
不
足
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
望
に
応
え
て
後
ろ

の
二
例
を
出
版
す
る
こ
と
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
訳
者
は
決
し
て
出
版
の
労
を
厭
う
も
の

で
は
な
い
が
、
た
だ
、
で
き
る
だ
け
早
く
世
間
一
般
の
要
望
に
応
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
の

で
、
む
や
み
に
本
の
体
裁
を
考
え
、
多
く
の
人
に
費
用
を
掛
け
さ
せ
る
よ
り
安
価
に
し
て
内

容
の
充
実
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
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第
二
章

（
朱
書
き
を
使
う
）

日
記
帳
、
清
書
帳
【
仕
訳
帳
】
、
大
帳
【
元
帳
】
並
び
に
小
帳
を
使
用
す
る
。
大
帳
を

締
め
切
り
、
平
均
の
表
【
貸
借
対
照
表
】
で
そ
の
結
果
を
示
し
、
事
の
次
第
を
解
い
て

明
ら
か
に
す
る
。
但
し
、
取
引
上
利
益
が
出
た
内
容
と
す
る
。

端
書
き

こ
の
第
二
章
は
、
前
の
第
一
章
と
取
引
の
内
容
を
変
え
た
け
れ
ど
も
、
実
際
は
前
章
の
続

き
で
あ
る
。
第
一
章
で
取
り
扱
っ
た
商
品
は
残
ら
ず
販
売
し
、
そ
の
資
金
で
乾
物
類
を
沢
山

仕
入
れ
、
そ
の
取
引
の
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、
商
品
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
一
品
目
毎
に
そ
の
品
名
の
勘
定
を

設
け
て
い
た
が
、
第
二
章
に
お
い
て
は
商
品
名
は
略
し
て
、
た
だ
「
商
品
」
だ
け
と
す
る
。

こ
の
書
き
方
は
、
取
引
上
の
慣
例
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
に
は
何
ら
差
し
支
え
な
い
が
、
商
品

の
種
類
に
従
っ
て
こ
の
商
品
で
こ
れ
だ
け
の
損
益
が
あ
り
、
ま
た
、
別
の
商
品
で
別
の
損
益

が
あ
る
と
い
う
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
商
品
に
つ
い
て
そ
の
損
益
を
見
よ
う
と
す
る
時
は
、
商

品
名
を
一
々
区
別
し
て
こ
れ
を
記
録
し
な
い
と
い
け
な
い
。
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取
引
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
出
資
し
た
元
入
金
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
帳
簿
の
最
初

に
は
そ
の
時
点
の
資
産
と
負
債
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
、
第
一
則
（
注

）
1

に
従
っ
て
、
店
主
は
資
本
金
を
「
貸
」
と
し
、
店
主
私
用
と
損
失
は
「
借
」
と
す
る
。

今
回
初
め
て
「
諸
口
」
と
い
う
文
字
を
使
用
し
た
。
諸
口
と
は
諸
口
勘
定
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
こ
の
文
字
を
清
書
帳
に
使
え
ば
、
取
引
の
金
額
を
大
帳
に
転
記
す
る
時
、
一
々
勘
定

名
を
記
入
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
手
数
が
省
け
て
便
利
で
あ
る
。
こ
の
便
、
不
便
に
つ
い
て

は
第
二
章
の
大
帳
と
前
記
第
一
章
の
大
帳
と
を
比
較
し
て
見
る
と
良
い
。

大
帳
を
作
成
す
る
意
味
も
、
そ
れ
を
作
成
す
る
方
法
も
こ
の
第
二
章
で
説
明
す
る
の
で
、

諸
君
は
こ
れ
を
決
し
て
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
練
習
帳
で
簿
記
を
学
ぶ
に
あ

た
り
最
も
良
く
な
い
こ
と
は
、
学
習
者
が
そ
の
定
則
を
理
解
せ
ず
、
練
習
帳
の
形
式
だ
け
を

書
き
写
し
て
形
だ
け
で
練
習
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
定
則
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
形
式
を
整
え
て
も
全
く
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
の
帳
簿
に
示
し
た
取
引
の
内
容
を
見
れ
ば
、
こ
の
記
帳
の
形
式
は
生
徒
に
と
っ
て

実
に
良
い
見
本
で
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
が
多
い
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
こ
こ
に
朱
書
き
を
使
用

し
た
こ
と
は
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
解
り
易
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
総
じ

て
言
え
ば
、
こ
の
第
二
章
で
は
複
式
簿
記
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
取
り
扱
う
の
で
、
生
徒
も
こ

れ
を
学
ぶ
に
あ
た
り
、
深
く
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
勉
強
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
注

）
第
二
編
巻
之
三

二
十
頁
参
照

1
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明

治

六

年

（
注

）
2

日

記

帳

二

月

一

日

東
京
三
田

本
日
左
記
の
資
産
と
負
債
と
を
も
っ
て
商
売
を
始
め
る

前
章
の
大
帳
を
参
考
に
し
た
金
額
で
あ
る

（
三
十
九
頁
参
照
）
（
注

）
3

資

産

現
金

八
、
二
七
○

受
取
手
形

一
、
○
五
○

一
頁

河
内
屋
の
勘
定

一
、
七
五
○

二
頁

ゝ

甲
州
屋
の
勘
定

六
、
○
○
○

一
七
、
○
七
○

負

債

支
払
手
形

五
○
○

山
城
屋
の
勘
定

六
、
○
○
○
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ゝ

尾
張
屋

同

七
五
○

駿
河
屋

同

八
、
二
五
○

一
五
、
五
○
○

一

日

相
模
屋
よ
り
買
い
入
れ
、
代
金
現
金

た
ら
し
砂
糖

十
樽
六
石

四
○
銭
也

二
四
○

ゝ

白
砂
糖

十
樽
九
千
五
百
斤

五
銭

四
七
五

コ
ー
ヒ
ー

千
五
百
七
十
五
斤

十
六
銭

二
五
二

城
州
茶

千
八
十
斤

五
○
銭

五
四
○

安
南
米
（
注

）

五
千
斤

四
銭
半

二
二
五

一
、
七
三
二

4二

日

武
蔵
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

た
ら
し
砂
糖

三
升

五
○
銭
也

一
、
五
○

ゝ

白
砂
糖

二
百
斤

六
銭

一
二

コ
ー
ヒ
ー

百
五
十
斤

一
六
銭

二
四

三
七

五
○

三

日

三
頁

ゝ

安
房
屋
へ
売
り
渡
し
、
三
十
日
限
手
形
受
け
取
り
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四
頁

白
砂
糖

二
千
百
斤

六
銭
也

一
二
六

城
州
茶

五
百
四
十
斤

五
五
銭

二
九
七

四
二
三

三

日

ゝ

尾
張
屋
へ
掛
け
代
金
全
額
支
払
い

七
五
○

四

日

上
総
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

た
ら
し
砂
糖

一
石
二
斗

四
五
銭
也

五
四

五

日

下
総
屋
よ
り
買
い
取
り
、

六
十
日
限
当
店
振
り
出
し
の
手
形
支
払
い

ゝ

油

十
樽
四
百
斤

一
三
銭
也

五
二

石
鹸

千
四
百
斤

七
銭

九
八

豚
肉

千
斤

一
○
銭

一
○
○

二
五
○

〃

野
州
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
現
金

ゝ

豚
肉

四
百
斤

一
○
銭
半
也

四
二

安
南
米

五
百
斤

五
銭

二
五

六
七

六

日
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岩
城
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

安
南
米

千
斤

五
銭
半
也

五
五

五
頁

コ
ー
ヒ
ー

百
五
十
斤

一
八
銭

二
七

八
二

六
頁

六

日

岩
代
屋
よ
り
買
い
取
り
、
代
金
現
金

ゝ

芋

十
俵

三
、
○
○
円

三
○

バ
タ
ー

千
斤

十
八
銭

一
八
○

二
一
○

七

日

奥
州
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
現
金

ゝ

コ
ー
ヒ
ー

十
斤

十
八
銭
也

一
、
八
○

石
鹸

二
百
十
斤

八
銭

一
六
、
八
○

一
八

六
○

八

日

仙
台
屋
よ
り
買
い
取
り
、
代
金
現
金

ゝ

白
砂
糖

一
万
千
斤

五
銭
也

五
五
○

同

別
印

三
千
七
百
斤

五
銭
半

二
○
三
、
五
○

七
五
三

五
○

九

日
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南
部
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

白
砂
糖

千
九
百
七
十
斤

六
銭
也

一
一
八

二
○

十

日

ゝ

駿
河
屋
へ
掛
け
代
金
現
金
支
払
い

四
、
○
○
○

十
二
日

駿
河
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ
豚
肉

二
千
斤

一
一
銭
也

二
二

七
頁

コ
ー
ヒ
ー

百
十
斤

十
八
銭

一
九
、
八
○

八
頁

白
砂
糖

九
百
斤

六
銭

五
四

九
五

八
○

十
三
日

津
軽
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

バ
タ
ー

百
斤

二
五
銭
也

二
五

芋

一
俵

四

二
九

十
四
日

南
部
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

コ
ー
ヒ
ー

十
斤

一
八
銭
也

一
、
八
○

バ
タ
ー

五
十
斤

二
五
銭

一
二
、
五
○

白
米

五
十
斤

五
銭
半

二
、
七
五

一
七

○
五
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十
五
日

ゝ

家
賃
現
金
支
払
い

一
○
○

〃

秋
田
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
現
金
（
注

）
5

バ
タ
ー

百
五
十
斤

二
五
銭
也

三
七

五
○

十
七
日

ゝ

上
総
屋
よ
り
掛
け
代
金
全
額
現
金
で
受
け
取
り

五
四

十
八
日

武
蔵
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

上
茶

二
十
五
斤

五
六
銭
也

一
四

九
頁

油

五
十
斤

一
五
銭

七
、
五
○

十
頁

白
米

二
十
斤

五
銭

一

二
二

五
○

二
十
日

河
内
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

豚
肉

四
百
斤

一
一
銭
也

四
四

二
十
二
日
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会
津
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

ゝ

上
茶

五
十
四
斤

六
○
銭
也

三
二

四
○

二
十
三
日

甲
州
屋
よ
り
掛
け
代
金
全
額
受
け
取
り

現
金

三
、
○
○
○

九
十
日
限
手
形

三
、
○
○
○

六
、
○
○
○

二
十
五
日

ゝ

山
城
屋
へ
掛
け
代
金
支
払
い

三
、
○
○
○

〃

尾
張
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
掛
け

た
ら
し
砂
糖

一
石
二
斗

四
四2/3

銭
也
（
注

）

五
三

六
○

6

〔
注
〕
四
十
四
銭
三
分
の
二
と
い
う
こ
と

二
十
六
日

ゝ

米
沢
屋
渡
り
、
当
店
振
り
出
し
手
形
現
金
支
払
い

五
○
○

〃

十
一

頁

白
川
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
現
金
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十
二

頁

ゝ

コ
ー
ヒ
ー

十
斤

一
九
銭
也

一
、
九
○

山
城
茶

十
斤

五
十
銭

五

白
米

五
十
斤

七
銭

三
、
五
○

一
○

四
○

二
十
七
日

長
岡
屋
へ
売
り
渡
し
、
代
金
現
金

ゝ

米

五
百
斤

六
銭
也

三
○

芋

二
俵

三
、
○
○
円
也

六

三
六

二
十
八
日

ゝ

書
記
官
給
料
現
金
支
払
い

一
○
○

五
一
、
一
九
八

○
五

（
注

）
日
記
帳
の
線
及
び
上
部
の
頁
数
、
「ゝ

」
は
朱
書
き
。

2

（
注

）
『
三
十
九
頁
参
照
』
こ
の
現
代
語
訳
書
で
は
第
三
巻
五
十
一
頁
。

3

（
注

）
『
安
南
米
』
タ
イ
米
の
こ
と
。

4

（
注

）
『
代
金
現
金
』
こ
れ
ま
で
現
金
は
全
て
『
正
金
』
と
書
か
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で

5

は
「
現
金
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
注

）
『2/3

』
原
本
は
漢
数
字
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
算

6

用
数
字
で
表
示
し
た
。
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章

明

治

六

年

二

清

書

帳
【
仕
訳
帳
】（
注

）
7

第

二

月

一

日

東
京
三
田

一

頁

諸
口

借

資
本
金
へ

一
七
、
○
七
○

四

頁

現
金

八
、
二
七
○

三

頁

受
取
手
形

一
、
○
五
○

三

頁

河
内
屋

一
、
七
五
○

三
頁

甲
州
屋

六
、
○
○
○

一

日

一
頁

一
頁

資
本
金

借

諸
口
へ

一
五
、
五
○
○

二
頁

八
頁

支
払
手
形
へ

五
○
○

山
城
屋
へ

六
、
○
○
○

尾
張
屋
へ

七
五
○

駿
河
屋
へ

八
、
二
五
○
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一

日

五

頁

商
品

借

一
、
七
三
二

四
頁

現
金
へ

一
、
七
三
二

二

日

十

一

武
蔵
屋

借

三
七

五
○

五
頁

商
品
へ

三
七

五
○

三

日

二
頁

受
取
手
形

借

四
二
三

五
頁

商
品
へ

四
二
三

〃

九

頁

尾
張
屋

借

七
五
○

四
頁

現
金
へ

七
五
○

四

日

十

一

上
総
屋

借

五
四

六
頁

商
品
へ

五
四

五

日

三
頁

五
頁

商
品

借

二
五
○



- 4-14 -

四
頁

八
頁

支
払
手
形
へ

二
五
○

五

日

四

頁

現
金

借

六
七

六
頁

商
品
へ

六
七

六

日

十

四

岩
城
屋

借

八
二

六
頁

商
品
へ

八
二

〃

六
頁

商
品

借

二
一
○

現
金
へ

二
一
○

七

日

四

頁

現
金

借

一
八

六
○

六
頁

現
金
へ

一
八

六
○

八

日

六

頁

商
品

借

七
五
三

五
○

四
頁

現
金
へ

七
五
三

五
○

九

日
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十
二

南
部
屋

借

一
一
八

二
○

商
品
へ

一
一
八

二
○

十

日

十
頁

駿
河
屋

借

四
、
○
○
○

五
頁

四
頁

現
金
へ

四
、
○
○
○

六
頁

十
二
日

十

頁

駿
河
屋

借

九
五

八
○

六
頁

商
品
へ

九
五

八
○

十
三
日

十

二

津
軽
屋

借

二
九

六
頁

商
品
へ

二
九

十
四
日

十

二

南
部
屋

借

一
七

○
五

六
頁

商
品
へ

一
七

○
五

十
五
日

十

三

雑
費

借

一
○
○
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四
頁

現
金
へ

一
○
○

〃

四
頁

現
金

借

三
七

五
○

商
品
へ

三
七

五
○

十
七
日

四

頁

現
金

借

五
四

十
一

上
総
屋
へ

五
四

十
八
日

十
一

武
蔵
屋

借

二
二

五
○

七
頁

八
頁

六
頁

商
品
へ

二
二

五
○

二
十
日

三

頁

河
内
屋

借

四
四

七
頁

商
品
へ

四
四

二
十
二
日

十

三

会
津
屋

借

三
二

四
○

七
頁

商
品
へ

三
二

四
○

二
十
三
日

三

頁

諸
口

借

甲
州
屋
へ

六
、
○
○
○
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四
頁

現
金
（
注

）

三
、
○
○
○

7

二
頁

受
取
手
形

三
、
○
○
○

二
十
五
日

八

頁

山
城
屋

借

三
、
○
○
○

四
頁

現
金
へ

三
、
○
○
○

〃

九

頁

尾
張
屋

借

五
三

六
○

七
頁

商
品
へ

五
三

六
○

二
十
六
日

八

頁

支
払
手
形

借

五
○
○

九
頁

五
頁

現
金
へ

五
○
○

十
頁

二
十
六
日

四

頁

現
金

借

一
○

四
○

七
頁

商
品
へ

一
○

四
○

二
十
七
日

五

頁

現
金

借

三
六
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七
頁

商
品
へ

三
六

二
十
八
日

十

三

雑
費

借

一
○
○

五
頁

現
金
へ

一
○
○

五
一
、
一
九
八

○
五

五
一
、
一
九
八

○
五

（
注

）
『
諸
口
』
取
引
の
場
合
、
摘
要
欄
、
金
額
欄
共
に
「
借
」
「
貸
」
の
記
載
場
所
が

7

他
日
と
比
較
し
て
逆
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。
今
日
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
清

書
帳
の
線
及
び
頁
数
は
朱
書
き
。

章二

大

帳
【
元
帳
】（
注

）
（
注

）

8

9

第
借

資

本

金

貸
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明
治

明
治

六

六

二
月

一
日

諸
口
へ

一
頁

一
五
、
五
○
○

○
五

二
月

一
日

諸
口
に
て

一
頁

一
七
，
○
七
○

〃

廿
八

残
高
勘
定
へ

二
、
一
○
三

○
五

損
益
に
て

六
十
四

五
三
三

五
○

一
頁

一
七
、
六
○
三

○
五

七
、
六
○
三

五
○

二
頁

借

受

取

手

形

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

一

日

資
本
金
へ

一

頁

一
、
○
五
○

二
月

廿
八

残
高
勘
定
に
て

四
、
四
七
三

〃

三

日

商
品
へ

三

頁

四
二
三

〃

廿
三

甲
州
屋
へ

九
頁

三
、
○
○
○

四
、
四
七
三

四
、
四
七
三
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借

河

内

屋

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

一

日

資
本
金
へ

一

頁

一
、
七
五
○

二
月

廿
八

残
高
勘
定
に
て

一
、
七
九
四

〃

廿
日

商
品
へ

八
頁

四
四

一
、
七
九
四

一
、
七
九
四

借

甲

州

屋

貸

明

治

明

治

六

六

三
頁

二
月

一
日

資
本
金
へ

一
頁

六
、
○
○
○

二
月

廿
三

諸
口
に
て

八
頁

六
、
○
○
○

四
頁

借

現

金

貸
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明

治

明

治

六

六

二

月

一

日

資
本
金
へ

一

頁

八
、
二
七
○

二

月

一

日

商
品
に
て

二
頁

一
、
七
三
二

〃

五

日

商
品
へ

四

頁

六
七

〃

三

日

尾
張
屋
に
て

三
頁

七
五
○

〃

七

日

〃

五

頁

一
八

六

○

〃

六

日

商
品
に
て

四
頁

二
一
○

〃

十

五

〃

七

頁

三
七

五
○

〃

八

日

〃

五
頁

七
五
三

五
○

〃

十

七

上
総
屋
へ

七
頁

五
四

〃

十

日

駿
河
屋
に
て

六
頁

四
、
○
○
○

〃

廿

三

甲
州
屋
へ

三
、
○
○
○

〃

十

五

雑
費
に
て

七
頁

一
○
○

〃

廿
六

商
品
へ

一
○

四
○

〃

廿
五

山
城
屋
に
て

九
頁

三
、
○
○
○

〃

廿
七

〃

十
頁

三
六

〃

廿

六

支
払
手
形
に
て

九
頁

五
○
○

〃

廿

八

雑
費
に
て

十
頁

一
○
○

〃

廿
八

残
高
勘
定
に
て

三
四
八

一
一
、
四
九
三

五
○

一
一
、
四
九
三

五
○

借

商

品

貸
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明

治

明

治

六

六

二

月

一

日

現
金
へ

二

頁

一
、
七
三
二

二

月

二

日

武
蔵
屋
に
て

二
頁

三
七

五
○

五
頁

〃

五
日

支
払
手
形
へ

三
頁

二
五
○

〃

三
日

受
取
手
形
に
て

三
頁

四
二
三

六
頁

二

月

六

日

現
金
へ

四

頁

二
一
○

二

月

四

日

上
総
屋
に
て

三
頁

五
四

〃

八

日

〃

五
頁

七
五
三

五

○

〃

五

日

現
金
に
て

四
頁

六
七

〃

廿
八

損
益
へ

七
三
三

○
五

〃

六

日

岩
城
屋
に
て

〃

八
二

〃

七

日

現
金
に
て

五
頁

一
八

一
八

〃

九

日

南
部
屋
に
て

〃

一
一
八

二
○

〃

十

二

駿
河
屋
に
て

六
頁

九
五

〃

十

三

津
軽
屋
に
て

〃

二
九

〃

十

四

南
部
屋
に
て

〃

一
七

○
五

〃

十
五

現
金
に
て

七
頁

三
七

五
○

〃

十
八

武
蔵
屋
に
て

八
頁

二
二

五
○

〃

二
十

河
内
屋
に
て

〃

廿
二

会
津
屋
に
て
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〃

廿
五

尾
張
屋
に
て

〃

廿
六

現
金
に
て

〃

廿
七

〃

〃

廿
八

残
高
に
て
（
残
品
）

二
、
五
○
○

七
頁

三
、
六
七
八

五
五

三
、
六
七
八

五
五

八
頁

借

支

払

手

形

貸

明

治

明
治

六

六

二

月

廿

六

現
金
へ

九
頁

五
○
○

二
月

一
日

資
本
金
に
て

一
頁

五
○
○

〃

廿
八

残
高
へ

二
五
○

〃

五
日

商
品
に
て

四
頁

二
五
○

七
五
○

七
五
○

借

山

城

屋

貸
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明
治

明
治

六

六

二
月

廿
五

現
金
へ

九
頁

三
、
○
○
○

二
月

一
日

資
本
金
に
て

二
頁

六
、
○
○
○

〃

廿
八

残
高
へ

三
、
○
○
○

六
、
○
○
○

六
、
○
○
○

借

尾

張

屋

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

三

日

現
金
へ

三

頁

七
五
○

二

月

一

日

資
本
金
に
て

二
頁

七
五
○

〃

廿
五

商
品
へ

九
頁

五
三

六
○

〃

廿
八

残
高
に
て

五
三

六
○

九
頁

八
○
三

六
○

八
○
三

六
○
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十
頁

借

駿

河

屋

貸

明
治

明
治

六

六

二
月

十

日

現
金
へ

五
頁

四
、
○
○
○

二
月

一
日

資
本
金
に
て

二
頁

八
、
二
五
○

〃

十

二

商
品
へ

六
頁

九
五

八
○

〃

廿
八

残
高
へ

四
、
一
五
四

二
○

八
、
二
五
○

八
、
二
五
○

借

武

蔵

屋

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

二

日

商
品
へ

一

頁

三
七

五

○

二
月

廿
八

残
高
に
て

六
○

〃

十
八

〃

七
頁

二
二

五
○

六
○

六
○
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借

上

総

屋

貸

明

治

明

治

六

六

十
一
頁

二
月

四
日

商
品
へ

三
頁

五
四

二
月

十
七

現
金
に
て

七
頁

五
四

十
二
頁

借

南

部

屋

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

九

日

商
品
へ

一
一
八

二

○

二
月

廿
八

残
高
に
て

一
三
五

二
五

二
月

十
四

商
品
へ

一
七

○
五

一
三
五

二
五

一
三
五

二
五

借

津

軽

屋

貸
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明

治

明

治

六

六

二
月

十
三

商
品
へ

六
頁

二
九

二
月

廿
八

残
高
に
て

一
九

借

雑

費

貸

明

治

明

治

六

六

二

月

十

五

現
金
へ

七

頁

一
○
○

二
月

廿
八

損
益
に
て

二
○
○

〃

廿
八

〃

十
頁

一
○
○

二
○
○

二
○
○

借

会

津

屋

貸

明

治

明

治

六

六

十
三
頁

二
月

廿
二

商
品
へ

八
頁

三
二

四
○

二
月

廿
八

残
高
に
て

三
二

四
○
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十
四
頁

借

岩

城

屋

貸

明

治

明

治

六

六

二
月

六
日

商
品
へ

四
頁

八
二

二
月

廿
八

残
高
に
て

八
二

借

損

益

貸

明

治

明

治

六

六

二
月

廿
八

雑
費
へ

大
十
三

二
○
○

二
月

廿
八

商
品
に
て

大
六
頁

七
三
三

○
五

資
本
金
へ

五
三
三

○
五

七
三
三

○
五

七
三
三

○
五

借

資
産

残

高

負
債

貸
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明

治

明

治

六

六

二

月

廿

八

商
品
へ

大
七
頁

二
、
五
○
○

二

月

廿

八

支
払
手
形
に
て

二
五
○

〃

〃

受
取
手
形
へ

大
二
頁

四
、
四
七
三

〃

〃

山
城
屋
に
て

三
、
○
○
○

〃

〃

河
内
屋
へ

大
三
頁

一
、
七
九
四

〃

〃

駿
河
屋
に
て

四
、
一
五
四

二
○

〃

〃

現
金
へ

大
五
頁

三
四
八

〃

〃

資
本
金
に
て

大
一
頁

二
、
一
○
三

○
五

〃

〃

尾
張
屋
へ

大
九
頁

五
三

六
○

〃

〃

武
蔵
屋
へ

大
十
一

六
○

十
五
頁

〃

〃

南
部
屋
へ

大
十
二

一
三
五

二
五

十
六
頁

〃

〃

津
軽
屋
へ

大
十
二

二
九

〃

〃

会
津
屋
へ

大
十
三

三
二

四
○

〃

〃

岩
城
屋
へ

大
十
四

八
二

九
、
五
○
七

二
五

九
、
五
○
七

二
五
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（
注

)

日
付
、
摘
要
欄
、
金
額
等
の
字
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
小
さ

8

く
し
た
。

（
注

）
大
帳
の
線
及
び
上
部
頁
数
、
月
末
締
め
切
り
日
の
日
付
、
摘
要
、
金
額
は
朱
書

9

き
。

（
注

）
「
丁
数
欄
」
は
清
書
帳
の
頁
数
を
記
入
。
但
し
、
「
大
＊
頁
」
は
大
帳
の
頁
数
を

10

示
す
。
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大
帳
を
締
め
切
る
順
序
と
そ
の
趣
意
の
説
明

第
一
章
で
は
、
商
取
引
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
総
勘
定
に
記
録
す
る
か
が
主
目
的
で
あ
っ

た
が
故
に
、
大
帳
は
付
け
足
し
と
し
て
考
え
て
い
た
。
た
だ
、
商
取
引
の
様
子
を
知
る
と
い

う
意
味
で
は
第
一
章
の
方
法
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
帳
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た
り
経

営
状
況
の
善
し
悪
し
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
を
締
め
切
り
、
残
高
の
勘
定
か
、

又
は
、
他
の
勘
定
口
座
で
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
の
借
貸
を
一
致
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

複
式
簿
記
の
大
帳
で
二
種
類
の
勘
定
へ
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
章
に
示
し
た
総

勘
定
を
見
れ
ば
解
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
一
つ
は
資
産
と
負
債
を
記
録
し
、
現
在
の
商
取

引
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
二
つ
目
に
費
用
と
収
益
を
記
録
し
て
経
営
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。

今
、
こ
の
二
種
類
の
勘
定
を
区
別
し
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
一
つ

を
「
残
高
」
と
名
付
け
、
他
方
を
「
損
益
」
と
名
付
け
る
。
従
っ
て
、
残
高
の
勘
定
は
借
り

貸
し
両
方
の
差
額
が
純
資
産
の
金
額
を
示
し
て
い
る
。
損
益
の
勘
定
の
差
額
は
、
利
益
か
損

失
の
金
額
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
簿
記
を
学
ぶ
者
と
し
て
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
れ
ば
、
残

高
と
損
益
の
二
通
り
を
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

大
帳
を
締
め
切
る
意
味
は
損
益
の
勘
定
を
締
め
切
っ
て
、
大
帳
に
記
載
し
た
内
容
を
一
度

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
経
営
者
と
し
て
は
、
純
資
本
金
を
も
っ
て

「
貸
」
と
す
る
た
め
に
、
得
た
利
益
を
加
算
し
て
資
本
金
を
増
加
す
る
。
そ
の
増
加
分
が
利

益
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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取
引
に
お
い
て
損
益
が
あ
る
度
に
こ
れ
を
資
本
金
の
勘
定
に
加
え
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
都
合
の
良
い
時
期
ま
で
こ
れ
を
差
し
置
い
て
お
く
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

こ
の
期
限
は
、
世
間
一
般
の
商
店
で
は
一
年
に
一
度
を
通
例
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
六
ケ
月

毎
に
改
め
る
者
も
い
る
。
こ
の
期
限
を
過
ぎ
れ
ば
取
引
を
一
新
し
て
新
た
に
大
帳
に
は
資
産

と
負
債
の
金
額
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

左
記
に
示
す
の
は
大
帳
の
締
め
切
り
の
方
法
で
あ
る
の
で
、
諸
君
は
こ
の
こ
と
を
心
し
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

大
帳
の
締
め
切
り
の
方
法

諸
君
は
既
に
こ
の
第
二
章
に
お
い
て
は
取
引
を
仕
訳
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
大
帳
に
転
記
す

る
方
法
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
大
帳
の
勘
定
に
は
「
借
」
と
「
貸
」
と
「
残
高
」
を
記

入
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
左
記
の
試
算

表
を
示
す
。

平
均
之
改
【
合
計
残
高
試
算
表
】

借

貸



- 4-35 -

差
額

大

帳

大

帳

差
額

一
五
、
五
○
○

資
本
金

一
七
、
○
七
○

一
、
五
七
○

四
、
四
七
三

四
、
四
七
三

受
取
手
形

一
、
七
九
四

一
、
七
九
四

河
内
屋

六
、
○
○
○

甲
州
屋

六
、
○
○
○

三
四
八

一
一
、
四
九
三

五
○

現
金

一
一
、
一
四
五

五
○

一
、
七
六
六

九
五

二
、
九
四
五

五
○

商
品

一
、
一
七
八

五
五

五
○
○

支
払
手
形

七
五
○

二
五
○

三
、
○
○
○

山
城
屋

六
、
○
○
○

三
、
○
○
○

五
三

六
○

八
○
三

六
○

尾
張
屋

七
五
○

四
、
○
九
五

八
○

駿
河
屋

八
、
二
五
○

四
、
一
五
四

二
○

六
○

六
○

武
蔵
屋

五
四

上
総
屋

五
四

一
三
五

二
五

一
三
五

二
五

南
部
屋

二
九

二
九

津
軽
屋

二
○
○

二
○
○

雑

費

三
二

四
○

三
二

四
○

会
津
屋

八
二

八
二

岩
城
屋

八
、
九
七
四

二
○

五
一
、
一
九
八

○
五

同
じ
金
額

五
一
、
一
九
八

○
五

八
、
九
七
四

二
○
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こ
の
合
計
残
高
試
算
表
の
様
式
は
最
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
私
の
推
奨
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
大
帳
の
欄
の
金
額
は
、
日
記
帳
や
清
書
帳
の
合
計
金
額
と
一
致
す
る

の
で
、
全
て
取
引
の
記
録
は
大
帳
に
記
入
し
、
漏
れ
の
な
い
よ
う
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
差
額
の
欄
に
お
い
て
も
借
貸
双
方
の
残
高
を
出
し
、
勘
定
に
間
違
い
が
な
い
証
拠
と
な

る
。右

の
よ
う
に
、
取
引
の
記
録
を
大
帳
に
記
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
間
違
い
の
な
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
今
こ
こ
で
は
大
帳
の
勘
定
の
締
め
切
り
の
仕
方
を
説
明
す
る
。
も
と
も
と
大

帳
を
締
め
切
る
目
的
は
、
商
取
引
の
現
在
の
状
態
と
営
業
成
績
の
変
化
を
知
る
た
め
で
あ
る

か
ら
こ
の
趣
意
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
商
取
引
の
状
態
は
資
産
と
負
債
の
金
額
を

見
て
知
り
、
営
業
成
績
の
変
化
は
収
益
と
費
用
の
多
少
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
帳
の
欄
に
見
ら
れ
る
事
項
を
詳
細
に
見
よ
う
と
す
る
時
は
、
左
記
の
事
に
つ
い
て
知
る

と
良
い
。
資
産
は
残
高
の
勘
定
の
「
借
の
方
」
に
見
ら
れ
る
金
額
で
知
る
こ
と
が
で
き
、
負

債
の
金
額
は
「
貸
の
方
」
の
金
額
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
費
用
の
金
額
は
損
益
の
勘
定
の

「
借
の
方
」
で
知
る
こ
と
が
で
き
、
収
益
の
金
額
は
そ
の
「
貸
の
方
」
で
知
る
こ
と
が
で
き

る
。従

っ
て
、
次
の
二
点
を
も
っ
て
勘
定
口
座
を
起
こ
す
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
は

資
産
と
負
債
を
示
し
、
そ
の
二
は
費
用
と
収
益
を
示
す
も
の
と
す
る
。
大
帳
で
は
こ
の
二
つ

の
勘
定
を
損
益
並
び
に
残
高
と
名
付
け
、
そ
の
両
方
に
確
認
機
能
を
持
た
せ
、
損
益
勘
定
に
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は
損
益
の
金
額
を
記
載
し
、
残
高
勘
定
に
は
残
高
の
金
額
を
記
載
す
る
。

右
の
よ
う
に
各
勘
定
を
設
定
し
、
こ
れ
を
締
め
切
る
時
に
も
注
意
す
べ
き
事
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
商
品
」
の
勘
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
商
品
」
の
勘
定
は
、
大
帳
で
は
「
借
の
方
」

の
金
額
が
多
い
。
よ
っ
て
、
商
品
を
残
ら
ず
売
却
し
た
上
で
こ
の
勘
定
の
状
態
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
商
品
売
買
で
は
損
益
が
生
じ
る
た
め
に
、
大
帳
の
勘
定
だ
け
で
は
商
品
を

残
ら
ず
売
り
払
っ
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
時
の
仕
入
残
品
【
繰
越
商
品
】
を
調
べ
、
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
残
っ
た
商
品
の
金
額
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
「
商
品
」
の
勘
定
口
座
に
は
そ

の
金
額
を
「
貸
」
に
記
入
し
、
「
残
高
」
の
勘
定
口
座
に
は
こ
の
金
額
を
「
借
」
に
記
入
す

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
商
品
」
の
勘
定
口
座
で
も
後
か
ら
実
際
の
損
益
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
大
帳
で
残
っ
た
商
品
の
金
額
を
二
千
五
百
円
と
見
積
も
り
、
商
品
の
勘
定
口
座
に
は

こ
の
金
額
を
朱
書
き
で
「
貸
の
方
」
に
記
載
し
、
残
高
の
勘
定
口
座
へ
は
直
接
こ
れ
を
「
借

の
方
」
に
記
載
す
る
。
諸
勘
定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
口
座
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
締
め
切

り
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
順
序
に
従
っ
て
こ
れ
を
記
載
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

資
本
金
は
店
主
の
勘
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
第
一
の
勘
定
を
受
取
手
形
と
す
る
。
こ
の

勘
定
は
、
自
分
の
手
元
に
あ
る
他
人
の
手
形
を
資
産
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
借

の
方
」
に
あ
る
金
額
は
こ
れ
か
ら
受
け
取
る
手
形
の
金
額
で
あ
る
。
「
貸
の
方
」
に
あ
る
金

額
は
引
き
替
え
た
か
、
又
は
、
他
に
用
い
た
手
形
の
金
額
で
あ
る
。
こ
れ
を
締
め
切
る
時
は
、
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朱
で
借
貸
の
差
を
「
貸
の
方
」
に
記
載
し
、
双
方
共
に
合
計
金
額
を
書
く
。
そ
し
て
、
そ
の

締
め
切
り
金
額
の
下
に
朱
の
線
を
引
く
。
残
高
に
て
（
注

）
と
記
載
し
た
金
額
は
す
ぐ
に

13

残
高
の
勘
定
口
座
に
転
記
す
る
。

そ
の
次
は
河
内
屋
の
勘
定
口
座
で
あ
る
。
こ
れ
を
締
め
切
る
方
法
は
前
述
の
と
お
り
で
あ

る
。
そ
の
次
は
甲
州
屋
で
あ
る
。
こ
の
勘
定
は
借
貸
同
額
で
あ
る
の
で
朱
の
線
を
引
く
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
次
は
現
金
の
勘
定
口
座
で
あ
る
。
こ
れ
を
締
め
切
る
方
法
は
、
受
取
手
形
と

同
様
に
差
額
は
資
産
と
し
て
残
高
の
勘
定
口
座
に
転
記
す
る
。
商
品
の
勘
定
口
座
で
は
利
益

を
生
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
差
額
は
損
益
の
勘
定
口
座
の
「
貸
の
方
」
に
転
記
す
る
。

支
払
手
形
の
勘
定
口
座
は
、
自
ら
負
っ
て
い
る
負
債
の
金
額
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
差
額
は
残
高
の
勘
定
口
座
の
「
貸
の
方
」
へ
転
記
す
る
。
尾
張
屋
の
勘
定
口
座
は
、
自

ら
の
資
産
の
金
額
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
差
額
は
残
高
の
勘
定
口
座
の
「
借
の
方
」

へ
転
記
す
る
。
駿
河
屋
の
勘
定
口
座
は
自
分
の
負
債
で
あ
る
の
で
残
高
の
「
貸
の
方
」
へ
転

記
す
る
。
武
蔵
屋
、
南
部
屋
、
津
軽
屋
の
勘
定
口
座
は
い
ず
れ
も
資
産
の
金
額
で
あ
る
の
で

残
高
の
「
借
の
方
」
へ
転
記
す
る
。

雑
費
の
勘
定
口
座
は
費
用
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
損
益
の
勘
定
口
座
の
「
借
の
方
」

へ
転
記
す
る
。
会
津
屋
、
岩
城
屋
の
勘
定
口
座
は
、
両
方
と
も
資
産
で
あ
る
の
で
残
高
の
「
借

の
方
」
へ
転
記
す
る
。

〔
原
注
〕
全
て
大
帳
に
記
載
し
た
朱
書
き
は
、
勘
定
口
座
か
ら
他
の
勘
定
口
座
へ
転
記
す

る
か
、
又
は
、
同
じ
勘
定
口
座
で
も
一
度
記
載
し
、
ま
た
重
ね
て
そ
の
勘
定
の
中
の

他
の
場
所
へ
転
記
す
る
と
い
う
箇
所
の
印
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
の
朱
書
き
は
大
帳
で
初
め
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
の
帳
簿

か
ら
転
記
し
て
来
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
印
で
も
あ
る
。
更
に
こ
の
朱
書
き
は
、

借
貸
の
金
額
の
差
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
借
貸
の
反
対
側
に
記
載
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
損
益
と
残
高
の
勘
定
口
座
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
全
て
そ
の
結
果
を
表
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
差
額
を
転
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
こ
の

二
つ
の
勘
定
と
資
本
金
勘
定
を
合
わ
せ
れ
ば
必
ず
同
じ
金
額
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を

確
認
す
る
た
め
に
は
こ
の
三
項
目
の
試
算
表
を
作
れ
ば
良
い
。
こ
れ
を
第
二
試
算
表
と
名
付

け
る
。（

注

）
原
本
で
も
二
重
線
が
引
い
て
あ
る
。

13
第
二
合
計
試
算
表

借

貸

資
本
金

一
五
、
五
○
○

一
七
、
○
七
○

損
益

二
○
○

七
三
三

○
五

残
高

九
、
五
○
七

二
五

七
、
四
○
四

二
○
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二
五
、
二
○
七

二
五

二
五
、
二
○
七

二
五

右
の
よ
う
に
第
二
合
計
試
算
表
【
平
均
の
改
】
を
作
成
し
、
残
高
の
差
額
を
転
記
し
て
間

違
い
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
損
益
の
勘
定
口
座
か
ら
純
利
益
を
資
本
金
の
勘
定
口
座

に
転
記
す
る
。
こ
れ
で
大
帳
の
締
め
切
り
の
目
的
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
金
の
勘

定
口
座
に
こ
の
利
益
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
元
金
の
額
は
以
前
よ
り
も
増
加
す
る
。
こ
の
増
加

し
た
金
額
は
現
在
の
財
産
の
額
で
あ
る
。
こ
の
金
額
を
残
高
の
勘
定
口
座
に
記
載
し
て
勘
定

口
座
を
締
め
切
れ
ば
そ
の
勘
定
の
借
貸
が
同
じ
金
額
と
な
り
、
資
産
と
負
債
の
内
容
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
第
二
章
に
お
い
て
残
高
の
勘
定
口
座
を
設
け
た
こ
と
は
、
資
産
と
負
債
と
を
一
つ
の

勘
定
口
座
に
集
め
る
と
い
う
便
利
さ
が
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
別
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
残

高
の
差
額
を
精
算
表
【
平
均
表
】
の
残
高
勘
定
欄
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法

は
商
取
引
の
内
容
を
知
る
こ
と
に
も
適
い
、
殊
に
、
同
じ
大
帳
を
長
年
使
用
し
引
き
続
き
勘

定
へ
記
入
す
る
と
き
は
こ
の
方
法
が
最
も
便
利
で
あ
る
。

以
上
、
記
入
の
仕
方
と
そ
の
実
際
を
理
解
し
た
後
、
大
帳
を
締
め
切
る
順
序
を
説
明
す
る

と
良
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
又
、
学
習
す
る
者
が
特
に
注
意
を
払
い
、
少

し
で
も
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
実
習
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
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締
め
切
り
の
順
序

第
一

大
帳
に
損
益
の
勘
定
口
座
を
設
け
、
続
い
て
残
高
の
勘
定
口
座
を
設
け
る
。
損
益
の

口
座
に
は
費
用
と
収
益
を
、
残
高
の
口
座
に
は
資
産
と
負
債
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二

仕
入
帳
を
調
べ
て
売
れ
残
り
品
の
有
無
を
知
り
、
残
品
が
あ
れ
ば
商
品
勘
定
の
借
と

な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
口
座
（
注

）
へ
そ
の
金
額
を
残
高
に
て
と
の
文
字

14

を
貸
の
方
へ
朱
書
き
し
、
更
に
、
残
高
の
勘
定
口
座
に
は
商
品
へ
あ
る
い
は
不
動
産
へ
（
注

）
へ
と
墨
で
借
の
方
へ
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15《
第
二
章
で
は
、
商
品
の
勘
定

口
座
か
ら
二
千
五
百
円
を
残
高
の
勘
定
口
座
へ
転
記
し

た
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
》
（
注

）
16

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
大
帳
に
あ
る
諸
勘
定
で
左
記
の
四
項
目
に
つ
い
て
漏
れ
る
こ
と

は
な
い
。
四
項
目
と
は
即
ち
、
資
産
、
負
債
、
収
益
と
費
用
の
こ
と
で
あ
る
。

第
三

資
本
金
の
勘
定
口
座
を
除
い
て
、
大
帳
に
あ
る
最
初
の
勘
定
口
座
か
ら
締
め
切
り
を

始
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
口
座
の
借
貸
の
差
額
は
、
先
に
示
し
た
四
項
目
に
必
ず
当
て

は
ま
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
こ
れ
を
記
載
す
る
と
良
い
。
例
え
ば
、
そ
の
勘
定

口
座
の
借
貸
の
差
額
が
資
産
か
負
債
に
関
す
る
事
で
あ
れ
ば
、
そ
の
金
額
の
少
な
い
方
へ

朱
書
き
で
残
高
へ
と
か
残
高
に
て
と
記
載
し
、
そ
の
金
額
を
墨
で
残
高
勘
定
口
座
に
転
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
又
、
そ
の
借
貸
の
差
額
が
収
益
か
費
用
に
関
す
る
事
で
あ
れ
ば
、
そ
の
金
額

の
少
な
い
方
へ
朱
書
き
で
損
益
へ
と
か
損
益
に
て
と
記
載
し
、
そ
の
金
額
を
墨
で
損
益
の
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勘
定
口
座
に
転
記
す
る
。

大
帳
に
あ
る
諸
勘
定
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ご
と
く
皆
こ
の
よ
う
に
し
て
差
額
の
生
じ
る

時
は
、
損
益
の
勘
定
口
座
に
見
ら
れ
る
借
の
方
の
金
額
は
費
用
を
示
し
、
貸
の
方
の
金
額

は
全
て
収
益
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
金
額
の
差
額
は
純
損
失
か
又
は
純
利
益
で
あ
る
。

ま
た
、
残
高
の
勘
定
口
座
で
は
、
借
の
方
は
皆
こ
と
ご
と
く
資
産
の
金
額
を
示
し
、
貸

の
方
は
皆
こ
と
ご
と
く
負
債
の
金
額
を
示
す
。
そ
の
差
額
は
店
主
の
純
利
益
、
又
は
、
現

在
の
資
本
金
で
あ
る
。

第
四

第
二
合
計
試
算
表
を
作
り
、
資
本
金
と
損
益
と
残
高
の
三
項
目
を
記
載
し
て
み
な
さ

い
。
諸
勘
定
口
座
の
差
額
を
転
記
す
る
に
付
き
、
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
表
に
見
ら

れ
る
借
貸
の
金
額
は
共
に
同
一
の
金
額
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
五

損
益
の
勘
定
を
資
本
金
口
座
に
転
記
す
る
か
、
又
は
組
合
の
場
合
は
組
合
員
の
勘
定

口
座
に
転
記
し
、
約
定
に
従
っ
て
損
益
を
分
配
す
る
。
こ
の
場
合
、
資
本
金
の
勘
定
口
座

か
、
又
は
組
合
員
の
勘
定
口
座
に
見
ら
れ
る
金
額
は
、
最
初
の
資
本
金
に
利
益
を
増
し
た

も
の
か
、
あ
る
い
は
損
失
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
の
資
本
金
の
金
額

で
あ
る
。
残
高
の
勘
定
口
座
も
同
様
の
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
金
額
は
同

額
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
六

資
本
金
の
勘
定
か
ら
残
高
の
勘
定
口
座
に
転
記
し
て
、
そ
の
勘
定
の
借
貸
を
一
致
さ

せ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
残
高
の
勘
定
口
座
に
お
い
て
は
一
方
は
皆
全
て
資
産
を
示
し
、
他

方
は
全
て
負
債
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様
式
は
簡
単
で
、
商
取
引
の
内
容
を
正
し
く

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
注

）
『
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
口
座
』
「
商
品
勘
定
」
と
「
残
高
勘
定
」
の
こ
と
。

14

（
注

）
『
不
動
産
』
建
物
や
土
地
の
場
合
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

15

（
注

）
こ
の
一
文
（
二
行
）
は
、
本
文
で
は
一
行
の
ス
ペ
ー
ス
に
二
行
で
小
さ
く
書
き
、

16

注
釈
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
現
代
語
訳
書
で
は
《

》
書
き
と
し
た
。

精
算
表
【
平
均
表
】

商
人
の
用
語
で
貸
借
対
照
表
と
は
、
商
取
引
の
内
容
を
一
見
し
て
掌
握
す
る
た
め
に
順
序

に
従
っ
て
事
柄
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
様
式
は
時
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
商
人
の

工
夫
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
こ
の
書
の
二
十
三
頁
（
注

）
に
示
す
と
こ
ろ
の
一
例
は
、

17

私
【
諭
吉
】
の
考
え
で
は
最
も
良
い
形
式
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
作
成
の

仕
方
を
左
記
に
示
す
の
で
、
学
習
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
簿
記
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
表

を
作
成
す
る
方
法
を
会
得
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、
記
載
す
る
事
柄
を
決
め
て
こ
れ
を
作
成
す

る
の
で
、
少
し
勉
強
す
れ
ば
誰
に
で
も
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一

使
用
す
る
大
き
さ
の
紙
を
用
意
し
て
縁
に
赤
線
を
引
き
、
こ
れ
を
全
体
と
す
る
。

第
二

上
部
に
二
本
の
線
を
引
い
て
屋
号
を
記
載
す
る
場
所
と
す
る
こ
と
は
前
例
に
示
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

第
三

大
帳
に
あ
る
勘
定
口
座
の
数
を
考
え
る
と
良
い
。
但
し
、
こ
の
数
は
合
計
試
算
表
に

見
ら
れ
る
勘
定
口
座
か
ら
掛
け
取
引
の
完
済
し
た
分
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。
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〔
注
〕
こ
の
勘
定
口
座
の
数
に
従
っ
て
鉛
筆
で
左
右
に
線
を
引
く
。
そ
の
線
の
数
は
店
主

が
一
名
で
あ
れ
ば
勘
定
口
座
の
数
よ
り
も
五
本
多
く
引
き
、
あ
る
い
は
、
二
、
三
人

の
組
合
で
あ
れ
ば
、
一
名
に
つ
い
て
三
本
づ
つ
増
や
す
と
良
い
。
従
っ
て
、
店
主
一

名
で
あ
れ
ば
勘
定
口
座
数
よ
り
も
五
本
増
や
し
、
二
人
の
組
合
で
は
八
本
増
や
し
、

三
人
の
組
合
で
は
十
一
本
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四

借
貸
の
金
額
を
記
入
す
る
場
所
【
欄
】
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
第
一
は
大
帳
諸
勘
定
の
締
め
切
り
高
、
第
二
は
損
益
、
第
三
は
資
本
金
、
あ
る
い
は
、

組
合
で
あ
れ
ば
組
合
員
の
名
前
、
第
四
に
資
産
と
負
債
と
で
あ
る
。
別
に
ま
た
、
仕
入
残

品
と
大
帳
の
頁
数
記
入
の
欄
を
設
け
る
。
そ
の
様
式
は
例
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
但
し
、

こ
の
欄
を
決
め
る
に
は
定
規
を
使
い
、
屋
号
と
金
額
が
釣
り
合
う
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
。

第
五

右
の
よ
う
に
欄
を
決
め
る
に
は
仮
に
ま
ず
鉛
筆
を
使
い
、
そ
の
位
置
を
決
め
て
後
、

右
の
方
か
ら
上
下
に
赤
線
を
引
く
。
つ
ま
り
、
残
高
と
資
本
金
の
二
項
目
ま
で
、
即
ち
、

左
右
に
鉛
筆
で
引
い
た
一
番
下
の
線
に
達
す
る
と
こ
ろ
ま
で
引
く
。

組
合
で
あ
れ
ば
別
に
ま
た
二
本
の
線
を
引
く
。
ま
た
、
一
人
の
商
店
で
あ
れ
ば
損
益
の

二
本
線
を
引
き
、
組
合
で
あ
れ
ば
こ
の
箇
所
に
別
に
も
う
一
本
線
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

第
六

右
の
よ
う
に
上
下
左
右
の
線
を
引
き
、
下
に
ま
た
最
後
の
線
を
引
い
て
そ
の
罫
線
の

内
側
に
勘
定
を
記
入
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

〔
第
三
の
注
〕
他
店
の
勘
定
口
座
の
数
が
多
い
場
合
、
こ
れ
を
精
算
表
に
記
載
す
る
時
に
、

一
店
一
店
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
諸
店
の
勘
定
を
二
つ
に
分
け
て
も
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良
い
。
そ
の
一
つ
を
「
受
取
の
勘
定
」
【
売
掛
金
】
、
も
う
一
つ
を
「
支
払
の
勘
定
」

【
買
掛
金
】
と
し
て
、
当
店
に
「
借
」
と
な
る
店
の
勘
定
は
全
て
皆
「
受
取
の
勘
定
」

に
集
め
、
ま
た
、
当
店
に
「
貸
」
と
な
る
店
の
勘
定
は
全
て
皆
「
負
債
勘
定
」
に
集

め
て
こ
の
表
を
作
成
す
れ
ば
、
通
常
の
取
引
に
差
し
支
え
る
こ
と
は
な
い
。

（
注

）
『
二
十
三
頁
』
こ
の
現
代
語
訳
書
で
は
三
十
一
頁
。

17

取
引
内
容
の
終
始
を
示
す
方
法
は
線
を
引
く
順
序
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
知
る
た

め
に
は
大
帳
を
締
め
切
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
大
帳
を
締
め
切
る
方
法
は
既
に

記
載
し
た
の
で
今
こ
こ
で
説
明
は
し
な
い
。

商
取
引
を
す
る
上
で
世
間
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
総
勘
定
の
様
式
は
一
様
で
は
な
い
。
そ

の
使
わ
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
が
便
利
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
結
局
そ
の

目
的
は
取
引
の
本
当
の
内
容
を
知
り
、
ま
た
、
そ
の
発
展
の
様
子
を
知
る
こ
と
の
み
に
あ
る
。

こ
の
書
に
示
し
た
総
勘
定
の
諸
々
の
様
式
は
い
ず
れ
も
皆
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
第

一
章
の
最
後
に
示
し
た
様
式
は
、
簡
便
的
で
そ
の
用
法
は
広
く
、
帳
簿
を
付
け
る
こ
と
に
慣

れ
て
い
な
い
人
で
も
容
易
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
、
今
こ
こ
に
掲
載
し
た
精
算
表
の
様
式
は
、
わ
ず
か
一
枚
の
紙
に
非
常
に
多
く
の
こ

と
を
記
載
し
、
そ
の
簡
便
な
こ
と
は
他
に
比
べ
よ
う
の
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
三
頁
（
注

）
の
例
を
よ
く
見
れ
ば
、
そ
の
様
式
は
全
く
よ
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
学

17

習
す
る
者
に
と
っ
て
、
手
本
と
し
て
大
変
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
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全
て
商
人
を
評
価
す
る
に
は
、
そ
の
勘
定
の
仕
組
み
と
そ
れ
を
正
確
に
使
っ
て
い
る
か
ど
う

か
を
見
て
、
そ
の
人
に
才
覚
が
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
、
そ
の
趣

意
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
人
に
い
か
な
る
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も

見
る
に
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
紙
に
罫
線
を
引
く
方
法
も
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ

も
一
つ
の
作
業
で
あ
り
軽
く
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

諸
君
の
練
習
の
た
め
に
取
引
を
左
記
に
二
例
示
す
の
で
、
二
十
三
頁
（
注

）
の
精
算
表

17

の
様
式
に
従
っ
て
、
こ
の
表
を
作
成
し
て
み
な
さ
い
。

合
計
試
算
表

第
一
例

借

貸

資
本
金

八
八
一

五
、
○
○
○

受
取
手
形

一
、
五
○
○

一
、
○
○
○

朝
吹
屋

三
○
○

一
七
五

現
金

五
、
七
九
四

六
七

四
、
八
○
○

商
品
〔
仕
入
残
品
千
二
百
円
〕

三
、
五
○
○

二
、
七
五
九

五
○

桜
井
屋

四
、
○
○
○

一
、
五
○
○
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湯
川
屋

三
八
四

雑
費

三
七
五

八
三

支
払
手
形

一
、
五
○
○

一
、
七
五
○

山
口
屋

四
八
三

一
七
、
八
五
一

五
○

一
七
、
八
五
一

五
○

合
計
試
算
表

第
二
例

借

貸

資
本
金

一
四
一

七
八

三
、
○
○
○

商
品
〔
仕
入
残
品
一
千
円
〕

五
、
○
○
○

三
、
七
○
○

三
文
屋

一
、
五
○
○

九
五
三

八
四

美
津
屋

七
五
三

木
賀
津
屋

九
○
○

岩
津
屋

一
一
○

五
○
○

鍬
津
屋

七
三
二

九
八

五
○
○
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田
丸
屋

七
五

加
久
寿
屋

五
○
○

九
八
三

現
金

九
、
七
五
三

二
○

八
、
七
四
八

九
○

雑
費

四
五
○

手
数
料

一
八
三

二
二

受
取
手
形

一
、
七
○
○

一
五
○

支
払
手
形

一
、
五
○
○

五
、
○
○
○

当
世
屋

四
、
○
○
○

四
、
五
九
八

崎
水
屋

七
○
○

八
七
四

頊
田
屋
（
注

）

五
○

18

羽
根
多
屋

九
○
○

一
五
○

古
論
田
屋

七
五

喜
恵
多
屋

五
○
○

二
九
、
三
四
○

九
六

二
九
、
三
四
○

九
六

（
注

）
『
頊
』
（
ギ
ョ
ク
）
我
を
忘
れ
る
様
『
頊
田
屋
』
「
わ
す
れ
た
屋
」
以
後
「
は
ね
た

18

屋
」
「
こ
ろ
ん
だ
屋
」
「
き
え
た
屋
」
と
続
く
。
ま
た
、
こ
の
合
計
試
算
表
に
は

「
き
か
ず
屋
」
「
い
わ
ず
屋
」
「
た
ま
る
屋
」
「
か
く
す
屋
」
な
ど
、
諭
吉
の
遊
び
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心
で
商
店
名
を
考
え
て
い
る
。

練
習
問
題

第
二
問

覚
え
書
き

二
月
一
日

第
三
卷
の
最
後
の
大
帳
の
勘
定
か
ら
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
と
負
債
と

か
ら
商
売
を
始
め
る
。
即
ち
、
そ
の
資
産
の
額
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

現
金
手
許
有
り
高
千
八
百
二
十
二
円
二
十
銭

受
取
手
形
百
七
十
一
円
五
十
銭

伊
賀
屋
三
百
五
十
円

駿
河
屋
二
百
二
十
二
円
五
十
銭

相
模
屋
百
八
十
六
円

武
蔵
屋
二
百
九
十
三
円
七
十
五
銭

負
債
の
額
は
次
の
と
お
り
。

三
河
屋
へ
の
当
店
振
り
出
し
手
形
二
千
五
百
円

同
日

大
津
屋
よ
り
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
十
五
銭
に
て
二
十
俵
千
六
百
七
十
斤
、
米
一
斤
四
銭
に

て
七
千
五
百
斤
、
砂
糖
一
斤
五
銭
に
て
十
五
樽
一
万
四
千
斤
買
い
取
り
、
代
金
は
掛
け

二
日

草
津
屋
よ
り
た
ら
し
砂
糖
一
升
四
十
銭
に
て
十
二
樽
七
石
三
斗
、
石
鹸
一
斤
八
銭
に

て
二
十
箱
千
四
百
五
十
斤
、
豚
肉
一
斤
十
銭
に
て
十
樽
二
千
斤
買
い
取
り
、
代
金
は
現
金

三
日

水
口
屋
へ
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
十
八
銭
に
て
三
十
斤
、
米
一
斤
五
銭
五
厘
に
て
二
十
斤
、

砂
糖
一
斤
六
銭
に
て
百
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

※
伊
賀
屋
よ
り
掛
け
代
金
全
額
＊
＊
円
受
け
取
り
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四
日

筆
紙
墨
代
並
び
に
諸
雑
費
二
十
円
支
払
い

五
日

石
部
屋
へ
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
十
八
銭
に
て
一
俵
八
十
斤
、
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭
に

て
二
斗
、
米
一
斤
五
銭
五
厘
に
て
三
十
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

※
江
戸
屋
よ
り
チ
ー
ズ
一
斤
二
十
銭
に
て
三
百
斤
、
バ
タ
ー
一
斤
十
八
銭
に
て
二
百
五
十

斤
買
い
取
り
、
代
金
は
現
金

※
大
和
屋
へ
石
鹸
一
斤
十
銭
に
て
五
箱
三
百
五
十
斤
、
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
十
六
銭
に
て
六
俵

四
百
八
十
五
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
三
十
日
限
同
店
振
り
出
し
の
手
形
を
受
け
取
る

六
日

山
城
屋
よ
り
上
茶
一
斤
三
十
五
銭
に
て
四
十
箱
二
千
三
百
五
十
六
斤
買
い
取
り
、
代

金
は
十
日
限
当
店
振
り
出
し
の
手
形
に
て
支
払
い

※
岡
部
屋
へ
上
茶
一
斤
三
十
八
銭
に
て
十
箱
五
百
八
十
斤
、
チ
ー
ズ
一
斤
二
十
二
銭
に
て

百
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

九
日

三
原
屋
へ
バ
タ
ー
一
斤
二
十
銭
に
て
五
十
斤
、
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
十
八
銭
に
て
五
十
斤
、

た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭
に
て
三
斗
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

十
日

福
岡
屋
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭
に
て
三
斗
、
米
一
斤
六
銭
に
て
十
斤
、
石
鹸
一

斤
十
銭
に
て
一
箱
七
十
五
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

十
二
日

書
記
官
の
給
料
十
五
円
支
払
い

※
肥
後
屋
よ
り
粉
砂
糖
一
斤
十
銭
に
て
十
五
俵
二
千
五
百
二
十
斤
買
い
取
り
、
代
金
は
掛

け
十
五
日

駿
河
屋
よ
り
掛
け
代
金
百
円
受
け
取
り

※
肥
前
屋
へ
上
茶
一
斤
五
十
銭
に
て
五
箱
二
百
七
十
五
斤
、
チ
ー
ズ
一
斤
二
十
三
銭
に
て
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五
十
斤
、
米
一
斤
五
銭
に
て
二
十
五
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

※
駿
河
屋
へ
た
ら
し
砂
糖
一
升
五
十
銭
に
て
二
斗
、
石
鹸
一
斤
十
銭
に
て
三
箱
二
百
十
斤

売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

十
六
日

相
模
屋
よ
り
掛
け
代
金
全
額
＊
＊
円
受
け
取
り

※
長
崎
屋
へ
粉
砂
糖
一
斤
十
一
銭
に
て
二
俵
三
百
三
十
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

十
七
日

水
口
屋
へ
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
二
十
銭
に
て
五
十
斤
、
粉
砂
糖
一
斤
十
一
銭
に
て
百
斤

売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

十
九
日

山
城
屋
へ
の
当
店
振
り
出
し
の
手
形
金
額
八
百
二
十
四
円
六
十
銭
を
全
額
支
払

い
。
但
し
、
こ
の
手
形
は
二
月
六
日
付
振
り
出
し
、
本
日
支
払
い
期
限
に
あ
た
る
の
も
の

で
あ
る
。
《
こ
の
手
形
は
六
日
付
け
で
十
日
限
で
あ
る
が
、
三
日
の
猶
予
は
通
常
の

こ

と
で
あ
る
》
（
注

）
16

二
十
日

嶋
原
屋
へ
粉
砂
糖
一
斤
十
一
銭
に
て
百
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

※
駿
河
屋
よ
り
掛
け
代
金
全
額
百
五
十
三
円
五
十
銭
受
け
取
り

二
十
二
日

肥
後
屋
へ
掛
け
代
金
全
額
二
百
五
十
二
円
支
払
い

※
三
島
屋
へ
上
茶
一
斤
五
十
銭
に
て
二
百
二
十
五
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
現
金

二
十
三
日

肥
前
屋
へ
チ
ー
ズ
一
斤
二
十
五
銭
に
て
五
十
斤
、
粉
砂
糖
一
斤
十
二
銭
に
て
七

十
五
斤
、
コ
ー
ヒ
ー
一
斤
二
十
銭
に
て
十
五
斤
、
石
鹸
一
斤
十
銭
に
て
二
箱
百
四
十
斤
売

り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

二
十
五
日

石
部
屋
へ
砂
糖
一
斤
六
銭
に
て
二
樽
千
八
百
五
十
斤
売
り
渡
し
、
代
金
は
掛
け

※
冨
士
屋
振
り
出
し
の
手
形
金
額
百
七
十
一
円
五
十
銭
受
け
取
り
。
但
し
、
こ
の
手
形
は
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先
月
三
日
付
け
の
振
り
出
し
で
、
三
月
五
日
期
限
の
も
の
で
あ
る
。

二
十
七
日

家
賃
百
円
支
払
い

総
勘
定

諸
君
は
、
前
述
の
覚
え
書
き
に
示
し
た
取
引
を
帳
簿
に
記
入
し
、
合
計
試
算
表
と
残
高
勘

定
を
作
成
し
な
さ
い
。

合
計
試
算
表

資
本
金

二
、
五
○
○

三
、
○
四
五

九
五

受
取
手
形

二
八
四

一
○

一
七
一

五
○

現
金

三
、
二
四
二

五
○

一
、
九
二
○

六
○

武
蔵
屋

二
九
三

七
五

石
部
屋

一
三
七

○
五

商
品
〔
残
高
二
千
五
百
円
〕

三
、
○
三
六

一
○

九
六
一

四
五

支
払
手
形

八
二
四

六
○

三
、
三
二
四

六
○

大
津
屋

一
、
二
五
○

五
○

水
口
屋

三
三

五
○
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雑
費

一
三
五

肥
前
屋

一
八
八

一
○
、
六
七
四

六
○

一
○
、
六
七
四

六
○

残
高
勘
定

資
産

負
債

商
品

二
、
五
○
○

受
取
手
形

一
一
二

六
○

現
金

一
、
三
二
一

九
○

武
蔵
屋

二
九
三

七
五

石
部
屋

一
三
七

○
五

支
払
手
形

二
、
五
○
○

大
津
屋

一
、
二
五
○

五
○

水
口
屋

三
三

五
○

肥
前
屋

一
八
八
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資
本
金
〔
現
在
〕

八
三
六

三
○

四
、
五
八
六

八
○

四
、
五
八
六

八
○

本
文
の
考
慮
す
べ
き
事
項

左
記
の
問
題
点
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
の
各
頁
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
そ
れ
以
前
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
文
に
も
番
号
を
付
し
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
略

す
。

第
二
頁
の
端
書
き

一

第
二
章
は
第
一
章
と
ど
の
よ
う
に
違
う
か
。

二

財
産
の
諸
勘
定
に
つ
い
て
、
内
容
の
異
な
る
点
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

三

商
品
名
毎
の
勘
定
を
作
成
し
な
い
の
に
、
一
つ
一
つ
そ
の
商
品
に
つ
い
て
売
価
を
計
上

す
る
の
は
何
の
た
め
か
。

四

出
資
金
を
も
っ
て
商
売
を
始
め
る
時
に
は
帳
簿
の
最
初
に
何
を
記
載
す
る
か
。

五

投
資
額
を
「
貸
」
に
記
載
す
る
の
は
ど
の
勘
定
口
座
か
。

六

資
本
金
勘
定
と
は
何
で
あ
る
か
。

七

「
諸
口
」
と
い
う
用
語
を
帳
簿
に
使
用
す
る
と
き
、
そ
の
意
味
は
何
で
あ
る
か
。
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八

こ
の
文
字
を
仕
訳
帳
又
は
大
帳
に
用
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

第
二
十
四
頁
（
注

）

の
大
帳
を
締
め
切
る
順
序
と
そ
の
趣
旨

19

九

第
一
章
に
お
い
て
大
帳
の
内
容
は
ど
う
か
。

十

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
こ
の
内
容
で
十
分
と
な
る
か
。

十
一

大
帳
を
締
め
切
る
こ
と
は
何
の
た
め
に
必
要
か
。

十
二

大
帳
の
勘
定
を
締
め
切
る
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
勘
定
の
借
貸
の
様
子
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
。

十
三

複
式
簿
記
に
お
い
て
は
勘
定
の
種
類
を
如
何
に
し
た
ら
よ
い
か
。

十
四

そ
の
区
別
は
ど
う
す
る
か
。

十
五

そ
の
名
称
は
ど
う
す
る
か
。

十
六

残
高
の
勘
定
と
は
何
か
。

十
七

損
益
の
勘
定
と
は
何
か
。

十
八

大
帳
を
締
め
切
る
趣
旨
は
何
か
。

十
九

損
益
の
金
額
を
直
接
店
主
の
勘
定
口
座
に
記
入
せ
ず
に
、
損
益
の
勘
定
に
記
入
し
て

お
く
の
は
な
ぜ
か
。

二
十

一
般
的
に
利
益
の
金
額
を
店
主
の
勘
定
口
座
に
移
す
の
は
何
回
か
。

二
十
一

損
益
の
金
額
を
店
主
の
勘
定
口
座
に
移
す
時
は
、
大
帳
で
は
ど
う
す
る
か
。

二
十
二

取
引
を
全
て
大
帳
に
記
入
し
終
え
た
後
大
切
な
こ
と
は
何
か
。
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二
十
三

試
算
表
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
帳
簿
記
入
が
正
し
い
証
拠
と
な
る
か
。

二
十
四

第
二
十
五
頁
（
注

）
の
試
算
表
は
何
を
示
し
て
い
る
か
。

20

二
十
五

現
在
の
取
引
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

二
十
六

資
産
は
ど
の
よ
う
に
し
て
大
帳
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

二
十
七

負
債
は
ど
う
か
。

二
十
八

費
用
は
ど
う
か
。

二
十
九

収
益
は
ど
う
か
。

三
十

こ
れ
ら
の
結
果
を
知
る
た
め
に
設
け
る
二
つ
の
勘
定
は
何
か
。

三
十
一

損
益
の
勘
定
口
座
に
は
何
を
記
入
す
る
か
。

三
十
二

残
高
の
勘
定
口
座
に
は
何
を
記
入
す
る
か
。

三
十
三

商
品
の
勘
定
口
座
か
ら
残
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

三
十
四

こ
れ
を
知
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

三
十
五

仕
入
残
高
を
調
べ
て
こ
れ
を
商
品
の
勘
定
口
座
の
「
貸
」
と
す
る
時
は
、
こ
の
勘

定
口
座
を
見
て
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

三
十
六

勘
定
を
締
め
切
る
方
法
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

三
十
七

勘
定
を
締
め
切
っ
て
そ
の
差
額
を
転
記
す
る
と
き
に
、
金
額
の
少
な
い
方
へ
記
入

す
る
の
は
な
ぜ
か
。

三
十
八

勘
定
の
残
高
を
転
記
し
た
と
き
に
、
間
違
い
の
有
無
は
何
を
も
っ
て
証
拠
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
。

三
十
九

第
二
合
計
試
算
表
は
ど
の
勘
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
。
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四
十

損
益
の
金
額
を
資
本
金
の
勘
定
口
座
に
転
記
す
れ
ば
、
こ
の
勘
定
口
座
の
差
額
と

資
産
と
負
債
を
記
入
し
た
残
高
の
勘
定
口
座
に
見
ら
れ
る
差
額
と
が
一
致
す
る
の

は
な
ぜ
か
。

四
十
一

大
帳
を
締
め
切
る
た
め
に
残
高
の
勘
定
口
座
を
設
け
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ

る
か
。

四
十
二

他
に
も
ま
た
そ
の
方
法
は
あ
る
か
。

四
十
三

大
帳
を
締
め
切
る
た
め
に
最
初
に
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。

四
十
四

第
二
は
何
か
。

四
十
五

第
三
は
何
か
。

四
十
六

第
四
は
何
か
。

四
十
七

第
五
は
何
か
。

四
十
八

第
六
は
何
か
。

（
注

）
『
第
二
十
四
頁
』
こ
の
現
代
語
訳
書
で
は
三
十
三
頁
。

19

（
注

）
『
第
二
十
五
頁
』
こ
の
現
代
語
訳
書
で
は
三
十
四
頁
。

20

帳
合
之
法
巻
之
四
終
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東
京
第
二
大
区
九
小
区

三
田
二
丁
目
十
三
番
地

明
治
九
年
二
月
二
日
版
権
免
許

福

澤

諭

吉

定
価
六
十
五
銭

慶
應
義
塾
出
版
社
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東
京
三
田
二
丁
目
二
番
地

山
中
市
兵
衛

同

芝
三
島
町

販

丸
家

善
七

同

日
本
橋
通
三
丁
目

売

前
川
善
兵
衛

大
阪
北
久
宝
町
四
丁
目

（
注

）
21

人

大
野
木
市
兵
衛

同

心
斎
橋
壱
丁
目

梅
原

亀
七

同

備
後
町
四
丁
目

武
藤
吉
二
郎

同

谷
町
三
丁
目

（
注

）
住
所
『
大
阪
』
本
文
の
商
店
名
と
し
て
は
全
巻
通
じ
て
「
大
坂
」
を
使
っ
て
い

21

る
。

あ
と
が
き
～
現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
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私
が
豊
橋
商
業
高
校
に
『
帳
合
之
法
』
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
平
成
十
二
年
四
月

同
校
に
着
任
し
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
校
の
同
窓
会
博
物
館
の
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
の
中
に
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
私
は
そ
れ
を
見
て
、
学
校
の
生
徒
や
職

員
あ
る
い
は
来
校
者
に
気
軽
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
大
変
貴
重
な
資
料
で

あ
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
面
か
ら
校
長
室
へ
移
す
こ
と
を
決
め
た
。
以
来
、
機
会
あ
る
ご
と

に
同
校
が
こ
の
貴
重
な
書
物
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
公
言
し
、
数
多
く
の
方
々
に
見
て
い

た
だ
い
た
。

ま
た
、
豊
橋
市
美
術
博
物
館
の
学
芸
員
の
方
に
調
べ
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
「
木
版
に
よ

る
印
刷
で
あ
る
か
ら
、
多
分
百
部
か
ら
二
百
部
の
発
行
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
再
版
本
（
明

治
九
年
）
が
全
四
巻
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
福
澤
諭
吉
研
究
の
貴
重
な

資
料
で
あ
る
。
保
存
状
態
も
良
く
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
た
。

本
書
の
こ
と
は
、
私
が
大
学
一
年
生
の
時
簿
記
を
勉
強
す
る
中
で
、
福
澤
諭
吉
が
複
式
簿

記
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
初
め
て
紹
介
し
た
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
知
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
同
校
に
着
任
し
、
そ

の
原
本
が
自
分
の
目
の
前
に
あ
り
、
手
に
と
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
少
な

か
ら
ず
興
奮
を
覚
え
た
。

こ
う
し
た
歴
史
的
に
有
名
な
書
物
は
、
や
や
も
す
る
と
、
そ
の
題
名
や
著
者
は
知
ら
れ
て

い
て
も
そ
の
内
容
ま
で
知
る
こ
と
は
、
意
識
的
に
ま
た
意
欲
的
に
接
し
な
い
と
な
か
な
か
で

き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
商
業
教
育
、
簿
記
教
育
に
携
わ

る
諸
兄
も
本
書
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
、
直
接
読
む
機
会
を
得
た
人
は
少
な
い
の
で
は
な
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い
か
と
思
わ
れ
る
。

私
が
こ
の
『
帳
合
之
法
』
を
現
代
語
訳
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
ま
こ
と
に
僭
越
で
あ
り
、

ま
た
、
無
謀
で
あ
る
こ
と
は
十
分
解
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
私
は
簿
記
史
の
研
究
者
で

も
な
け
れ
ば
、
福
澤
諭
吉
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
ま
た
、
明
治

時
代
の
言
葉
を
正
確
に
現
代
語
と
し
て
訳
す
こ
と
に
自
信
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、

簿
記
教
育
に
長
年
携
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
解
り
や
す
く
訳
し
て
お
く
こ
と

も
多
少
の
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
で
、
「
現
代
語
訳
」
と
し
て
こ
こ
に
残

す
次
第
で
あ
る
。

＊
＊
＊

「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
。
」
こ
れ
は
誰
も
が
知

っ
て
い
る
福
澤
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
こ
の

本
は
、
明
治
五
年
二
月
か
ら
同
九
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
十
七
編
に
亘
っ
て
書
か
れ
た
彼
の

代
表
作
品
で
あ
る
。

そ
の
初
編
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

賢
人
と
愚
人
と
の
別
は
、
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に
由
っ
て
出
来
る
も
の
な
り
。
・
・
・

た
だ
学
問
を
勤
め
て
物
事
を
よ
く
知
る
者
は
貴
人
と
な
り
富
人
と
な
り
、
無
学
な
る
者

は
貧
人
と
な
り
下
人
と
な
る
な
り
。
・
・
・
実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し
、
専
ら
勤
む

べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
。
例
え
ば
、
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
習
い
、

手
紙
の
文
言
、
帳
合
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、
天
秤
の
取
り
扱
い
等
を
心
得
、
な
お
ま

た
進
ん
で
学
ぶ
べ
き
箇
条
は
多
し
。
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更
に
、
二
編
に
も
次
の
件
【
く
だ
り
】
が
あ
る
。

経
書
史
類
の
奥
義
に
は
達
し
た
れ
ど
も
、
商
売
の
法
を
心
得
て
正
し
く
取
引
を
な
す
こ

と
能
わ
ざ
る
者
は
、
こ
れ
を
帳
合
の
学
問
に
拙
き
人
と
言
う
べ
し
。
・
・
・
帳
合
も
学

問
な
り
、
時
勢
を
察
す
る
も
ま
た
学
問
な
り
。

日
本
が
近
代
国
家
へ
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
は
、
科
学
的
思
考
に
基
づ
い
た
実
務
【
実
学
】

や
日
常
生
活
に
密
着
し
た
習
い
事
な
ど
の
学
問
こ
そ
が
大
事
で
あ
る
と
諭
吉
は
説
い
て
い

る
。
今
日
の
日
本
の
教
育
理
念
に
も
通
ず
る
考
え
方
で
あ
り
、
ま
た
、
長
年
商
業
教
育
に
携

わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
大
変
勇
気
づ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

『
帳
合
之
法
』
初
編
が
明
治
六
年
六
月
に
発
行
さ
れ
、
全
四
巻
の
出
そ
ろ
っ
た
の
が
丁
度

一
年
後
の
明
治
七
年
六
月
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
諭
吉
翁
の
頭
の
中
で
は
、
『
学
問
の

す
ゝ
め
』
で
書
い
た
こ
と
を
『
実
学
の
す
ゝ
め
』
と
し
て
、
具
体
的
に
こ
の
『
帳
合
之
法
』

を
世
に
出
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
は
『
帳
合
之
法
』
は
『
学
問

の
す
ゝ
め
』
の
続
編
、
あ
る
い
は
姉
妹
編
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
詩
人
ゲ
ー
テ
は
、
複
式
簿
記
を
「
人
類
の
創
造
し
た
最
高
の
も
の

の
一
つ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
時
代
の
熱
血
詩
人
与
謝
野
鉄
幹
は
「
簿
記

の
筆
と
る
若
人
に
ま
こ
と
の
男
子
の
子
君
を
み
る
」
と
詠
っ
て
い
る
。

三
十
五
年
間
に
わ
た
り
簿
記
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
私
と
し
て
は
、
人
類
の
創
造
し
た
最

高
傑
作
を
生
徒
に
教
え
、
ま
た
、
百
三
十
数
年
前
に
、
我
が
国
の
近
代
国
家
を
夢
み
た
若
き

リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
帳
合
之
法
』
の
原
本
を
わ
が
手
に
し
て
読
む
こ
と
の
で
き

た
こ
と
は
至
上
の
喜
び
で
あ
る
。
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＊
＊
＊

将
来
の
日
本
を
見
据
え
、
諭
吉
の
欧
米
社
会
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
の
強
い
意
気
込
み
は
、

初
編
凡
例
の
み
な
ら
ず
全
編
に
亘
っ
て
感
じ
ら
れ
た
。
各
編
毎
に
系
統
的
に
大
変
解
り
や
す

く
構
成
さ
れ
て
お
り
、
複
式
簿
記
を
こ
の
国
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
豊
か
な
日
本
を
創
る
と

い
う
諭
吉
の
信
念
を
知
っ
た
思
い
で
あ
る
。
明
治
六
年
に
『
帳
合
之
法
』
が
出
版
さ
れ
、
こ

れ
を
基
に
全
国
各
地
で
簿
記
教
育
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
事
実
は
当
に
感
動
に
価
す
る
こ
と
で

あ
る
。
因
み
に
、
明
治
二
十
三
年
に
は
東
京
に
簿
記
学
校
が
四
十
七
校
あ
っ
た
と
い
う
。
今

日
の
日
本
の
繁
栄
の
礎
は
、
諭
吉
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

＊
＊
＊

現
代
語
訳
す
る
上
で
、
私
の
力
不
足
か
ら
次
の
点
に
は
大
変
苦
労
し
た
。

☆
文
章
に
句
読
点
が
な
い
。

☆
筆
書
き
の
部
分
も
あ
り
、
達
筆
で
読
む
こ
と
が
難
し
い
箇
所
が
あ
っ
た
。

☆
計
算
間
違
い
が
結
構
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
都
度
訂
正
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

原
本
の
大
き
さ
は

版
な
の
で
、
こ
の
本
も
同
じ
大
き
さ
と
し
た
。
ま
た
、
字
は
資
料

A
5

に
も
あ
る
よ
う
に
十
五
ポ
イ
ン
ト
位
の
相
当
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
通
常

の
一
○
、
五
ポ
イ
ン
ト
を
基
準
と
し
た
。

更
に
、
文
中
の
い
ろ
い
ろ
な
括
弧
に
つ
い
て
は
、
原
本
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
括
弧
は
全

て
〔

〕
を
使
用
し
、
他
の
括
弧
は
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
適
宜
使
用
し
た
。

＊
＊
＊

こ
の
度
私
が
『
帳
合
之
法
』
を
現
代
語
訳
す
る
に
あ
た
り
、
友
人
の
歴
史
学
者
、
東
京
女
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子
大
学
水
藤
眞
教
授
及
び
同
僚
の
国
語
学
者
、
名
古
屋
外
国
語
大
学
佐
々
輝
夫
教
授
に
は
大

変
勇
気
づ
け
ら
れ
、
且
つ
、
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
表
紙
等
の
揮
毫
に
あ
た

り
、
書
道
家
鈴
木
瑞
象
先
生
に
は
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か
ら
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
十
月

水

野

昭

彦

《
参
考
文
献
》

学
問
の
す
ゝ
め

福
澤
諭
吉
著

岩
波
文
庫
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文
明
論
之
概
略

福
澤
諭
吉
著

岩
波
文
庫

福
澤
諭
吉
の
手
紙

慶
応
義
塾
編

岩
波
文
庫

福
翁
自
伝

福
澤
諭
吉
著

岩
波
文
庫

福
澤
諭
吉
傳

石
河
幹
明
著

岩
波
書
店

福
澤
諭
吉

小
泉
信
三
著

岩
波
新
書

福
澤
諭
吉
の
複
眼
思
考

土
橋
俊
一
著

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社

独
立
自
尊

北
岡
伸
一
著

講
談
社

日
本
簿
記
史
談

西
川
孝
治
郎
著

同
文
社

三
河
最
初
の
中
学
校

山
田
東
作
・
武
田
三
夫
共
著

ち
ぎ
り
文
庫

福
澤
諭
吉
『
帳
合
之
法
』
に
お
け
る
複
式
簿
記
の
三
帳
簿
制

吉
澤
英
一
著

浦
和
論
叢
第
十
四
号

福
澤
諭
吉
『
帳
合
之
法
』
に
お
け
る
複
式
簿
記
の
決
算
手
続
き

吉
澤
英
一
著

浦
和
論
叢
第
十
七
号

《
訳
者
略
歴
》

一
九
六
三
年
三
月

愛
知
県
立
時
習
館
高
等
学
校
卒
業
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一
九
七
○
年
三
月

関
西
学
院
大
学
修
士
課
程
（
会
計
学
専
攻
）
修
了

同

四
月

愛
知
県
教
員
に
採
用
さ
れ
、
三
十
五
年
間
商
業
科
教
員

と
し
て
教
壇
に
立
つ

二
○
○
五
年
三
月

愛
知
県
立
豊
橋
商
業
高
等
学
校
（
校
長
）
定
年
退
職

現
在

名
古
屋
外
国
語
大
学
、
名
城
大
学
非
常
勤
講
師
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福
澤
諭
吉

訳

帳
合
之
法

全
四
巻
現
代
語
訳

発
行

平
成
二
十
一
年
十
月
十
八
日

訳
者

水

野

昭

彦

〒
四
四
一
ー
八
一
四
一

豊
橋
市
草
間
町
平
南
七
七
ー
一
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合
資
会
社

高
運
堂
印
刷
所


